
【問】生活環境課　☎（087）894-1119

【問】生活環境課　☎（087）894-1119 【問】生活環境課　☎（087）894-1119

【問】危機管理課　☎（087）894-1115

わが家の防災・減災への備え
　～避難について考える⑤　「屋内安全確保」～

「屋内安全確保」とは安全な場所への避難が困難となった場合に、やむを得ず、その時にいる建物において、より安全な場所
（屋内の高いところや、崖側から遠い場所）へ移動することです。

●「屋内安全確保」を行うためには少なくとも次の３条件が満たされている必要があります。
●「安全」というわけではありません。 このような状況に陥る前に対処しましょう。

流速が早いた
め、木造家屋
は倒壊するお
それがあります

地面が削られ家
屋は建物ごと崩
落するおそれが
あります

❶自宅等が家屋倒壊等氾濫想定区域に入っていないこと

❷居宅が浸水深より高い

※「家屋倒壊等氾濫想定区域」とは、河川の氾濫により家屋が倒壊する危険性のある場所です。

❸水がひくまでの
水・食料などの
備えが十分にある

防衛省より自衛官等募集のお知らせ
防衛省では令和３年度の自衛官等の募集を行っています。

区　　分

防衛大学校学生

１８歳以上（高卒※）　高専３年次修了(※）
２１歳未満の者で成績優秀かつ生徒会活動等に
顕著な成績を収め、学校長が推薦できる者

１８歳以上(高卒※)
２１歳未満の者

１８歳以上(高卒※)
２１歳未満の者

防衛医科大学校医学科学生　
防衛医科大学校看護学科学生
（自衛官候補看護学生）

※卒業・修了見込みも含む

推　薦
９月５日～９月１０日

９月２５・２６日

１次：　９月２５日
２次：１０月３０日・３１日
１次：１１月６日・７日
２次：１２月７日～１１日
１次：１０月２３日
２次：１２月１５日～１７日
１次：１０月１６日
２次：１１月２７日～２８日

７月１日～１０月２７日

７月１日～１０月１３日

７月１日～１０月６日　

総合選抜

一　般

応募資格 受付期間 試験期日

【問】自衛隊香川地方協力本部　さぬき地域事務所　☎（087）894-2627

令和3年度香川県木造住宅耐震対策講座の第1回目として、防災イツ
モ講座を開催します。被災後に避難所での生活を前提としない「在宅
避難」をキーワードにして、住宅の減災対策を考える講座を事前に収
録し、映像を会場にて放映します。

防災イツモ講座を開催します

竹林の里墓地公園の使用者募集

適切な自治会運営をお願いします

地球温暖化を止めよう！
～地球のために、一人ひとりが賢い選択（COOL CHOICE）をすることが重要です～

こんなことも　「COOL CHOICE」　地球環境を守るため、再配達削減！

さぬき市パーク・アンド・ライド
駐車場使用者を募集します

【問・申】都市整備課　☎（087）894-1113【問】農林水産課　☎（087）894-1116

森林所有者の皆さまへ

　森林を適切に管理していくため、平
成31年4月に施行された「森林経営管
理法」に基づき、市内を３地区（南・東・
北）に分け、森林の経営・管理について
の「意向調査」を実施します。
　今年度は南地区、令和4年度は東地
区、令和5年度は北地区で実施予定です。
　南地区の皆さまにつきましては、9
月末頃から順次、調査票を発送します。
　皆さまの貴重なご意見をお聞きし、
森林災害防止を含め官民一体となっ
た経営・管理計画の推進を図ってまい
りますので、本調査の趣旨をご理解い
ただきご協力をお願いいたします。

～所有森林の経営管理に
関する意向調査のお願い～

■開催日時
9月27日(月) 14:00～
※事前申込制です。
※定員を超えた場合、締め
切らせていただきます。

■会場
さぬき市役所3階
301・302会議室

■放映プログラム（予定）
・ いま、注目の「在宅避難」とは？
・ 在宅避難おすすめ防災グッズの紹介　
・ サバイバルキッチン～災害時の非常食について～
・ サバイバルトイレ～災害時のトイレ対策について～
・ あなたにもできる住まいの耐震化
・ あなたにもできる家具の転倒防止

■ご注意
会場で放映する内容は、事前申込の際にインターネットで視聴を希望した
方に限り、YouTubeでご覧いただけます。申込をした方には、視聴するた
めのパスワード等をお知らせしますので、インターネットに接続する環境
がある方は、ご自宅での視聴をぜひご検討ください。

地域問題解決への協議や、緊急時の自治会員の安全確認を行う
など、さまざまな場面で自治会活動が行われています。
運営に関する注意点は以下のとおりですので、参考にしてくだ
さい。
【運営に関する注意点】
・自治会の加入、退会の強制はできません。
・承諾なしに自治会費に赤十字や共同募金の寄付分を上乗せし
て徴収することは問題があります。

※市ホームページ内「自治会活動のQ&A」も参考にご確認ください。

新たに造成した区画の使用者を下記のとおり募集します。

4．その他
（1）

（2）
（3）

（4）

　　　　　

墓地はお貸しするもの（永代使用許可）で、売り渡
すものではありません。
申込みは1世帯につき1区画に限ります。
相続以外の名義変更はできません。また、権利の
転売、貸与もできません。
永代使用料は、墓地使用が決定した後の墓地使用
契約の手続きの際に必要になります。申込み時に
は不要です。

3．申込方法
10月1日（金）から受付けしますので、「墓地使用許可
申請書」、「墓地建立予定届」、住民票の謄本（本籍記載
分で6か月以内に発行されたもの）を下記まで提出し
てください。
申請書等はホームページからダウンロードできま
す。
※郵送および代理人による提出は可能ですが、申請
書は申請者本人が自書してください。

2．申込資格
・市内に住所を有している方
・現在、同一世帯でさぬき市営墓地を使用していな
い方

・墓地使用許可日から2年後の年度末（令和3年度に
契約した場合は、令和6年3月31日）までに墓石を
建立できる方

※期日までに墓石が建立されていない場合は返還と
なります。また、返還となった際には、既に納めら
れた永代使用料の返金は致しかねますのでご注意
ください。

1．募集する墓地
竹林の里墓地公園　さぬき市志度2935番地1
募集区画数：30区画
面　　　積：3.2㎡（間口1.6ｍ　奥行2.0ｍ）
永代使用料：256,000円

「COOL CHOICE」に取り組むことは、SDGsの目標達成にもつながっています。
未来のために、私たち一人ひとりができる「COOL CHOICE」を行い、環境にやさしい、
持続可能な「さぬき市」を実現しましょう。

～再配達の削減のために、
みんなができる３つのこと～

①時間帯指定の活用
②コミュニケーションツール等の活用
③コンビニ受取など自宅以外での受取
方法の活用

地球温暖化防止のために、宅配便の
再配達を減らしましょう。
再配達のトラックから排出される
CO₂の量は、年間42万トンと推計さ
れており、宅配便の再配達は、地球環
境に対しても負荷を与えています。

【問・申】都市整備課　☎（087）894-1113

場　　所　さぬき市志度5385番地6（本庁舎東側）
募集区画　50区画程度　　使用料金　月額3,000円（1区画）
使用期間　契約時～令和4年3月31日（月単位の契約も可）
申込対象　公共交通機関（JR・ことでん等）を利用して通勤・通

学をしている方
募集期間　随時（定員に達し次第締切）
申請時に必要なもの
・申請書　　・印鑑　　・免許証（コピー可）
・定期券など公共交通機関の利用を証明できるもの（コピー可）
・車検証など駐車する自動車の確認ができるもの（コピー可）
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